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「
注
意
！
消
費
者
金
融
を
ご
利
用
の
方
へ
」 
3

財務部 

１
．
違
法
な
金
融
業
者
に
注
意 

２
．
貸
金
業
の
規
制
が
変
わ
り
ま
す 

１
．違
法
な
金
融
業
者
に
注
意
 

 
チ
ェ
ッ
ク
!
 

◎
貸
金
業
を
営
む
者
は
、国
又
は
都
道
府

県
へ
の
登
録
が
必
要
で
す
。
 

◎
登
録
の
確
認
が
で
き
な
い
業
者
か
ら
は
、

絶
対
に
借
入
れ
を
行
わ
な
い
で
下
さ
い
。

貸
金
業
者
が
貸
付
条
件
の
広
告
を
す
る

場
合
、登
録
番
号
等
を
記
載
し
な
け
れ
ば

な
り
ま
せ
ん
。
登
録
番
号
は
「
沖
縄
総
合
事

務
局
長
（1）
第
0
0
0
0
1
号
」の
よ
う
に

表
示
さ
れ
ま
す
。
主
に
小
規
模
事
業
者
を

対
象
に
融
資
を
行
い
１
日
単
位
で
利
息
を

算
出
し
集
金
を
行
う
日
賦
貸
金
業
者
に
つ

い
て
は
、カ
ッ
コ
内
に（
N
1
）の
よ
う
に
N
の

文
字
が
入
り
ま
す
。
 

登
録
番
号
が
あ
っ
た
と
し
て
も
架
空
の

登
録
番
号
を
使
用
し
た
り
、別
の
登
録
業

者
の
番
号
を
詐
称
し
た
り
す
る
な
ど
、登

録
業
者
を
装
う
無
登
録
業
者
も
い
ま
す
の

で
、疑
わ
し
い
場
合
に
は
、主
た
る
営
業
所

等
の
所
在
地
を
管
轄
す
る
財
務
局（
沖
縄

総
合
事
務
局
を
含
む
）又
は
都
道
府
県
の

貸
金
業
担
当
課
に
問
い
合
わ
せ
、登
録
さ

れ
て
い
る
か
ど
う
か
確
認
し
て
く
だ
さ
い
。
 

【
連
絡
先
】 

●
沖
縄
総
合
事
務
局
財
務
部
金
融
監
督
課
 

　
0
9
8
・
8
6
2
・
1
9
4
4
 

●
沖
縄
県
文
化
環
境
部
県
民
生
活
課
 

　
0
9
8
・
8
6
6
・
2
1
8
7

Point

【コラム】 
貸金業者数（人口比）～沖縄県は全国第１位～ 
　平成18年3月末における全国の貸金業者数は計
14,236業者ですが、うち財務局登録業者数は702業者、
知事登録業者数は13,534業者となっています。このうち、
日賦貸金業者は全国で1,136業者（財務局登録18業者、
知事登録1,118業者）となっています。 
　平成18年3月末における沖縄県内の貸金業者数は、沖
縄総合事務局長登録が5業者、沖縄県知事登録が516業
者となっています。貸金業者数を人口比で見ると、47都
道府県中第１位となっています。 
　さらに、日賦貸金業者は241業者で、絶対数で47都道
府県中第１位となっています。 

 
チ
ェ
ッ
ク
!
 

◎
年
２９
・
2
％
（
日
賦
貸
金
業
者
に
つ
い

て
は
５４
・
７５
％
）
を
超
え
る
金
利
で
の

貸
付
は
違
法
で
す
。

29
・
2
％
の
金
利
は
元
本
１
万
円
に
つ
き

1
日
8
円
の
利
息
で
す
。
5
万
円
を
借
り

て
1
週
間
後
に
2
8
0
円
を
超
え
る
利
息

で
あ
れ
ば
違
法
で
す
。
 

　
「
10
日
で
3
割
、5
割
の
利
息
」
、「
3
万

円
借
り
て
7
日
後
に
1
万
円
の
利
息
」
と
い

っ
た
利
息
は
違
法
で
す
。
 

主
に
小
規
模
事
業
者
を
対
象
に
融
資
を

行
い
１
日
単
位
で
利
息
を
算
出
し
集
金
を

行
う
日
賦
貸
金
業
者
に
つ
い
て
は
、他
の
貸

金
業
者
に
比
し
て
債
権
回
収
に
コ
ス
ト
が

か
か
る
こ
と
な
ど
を
考
慮
し
て
特
例
的
に

54
・
75
％
の
金
利
が
認
め
ら
れ
て
い
ま
す
。

54
.
75
％
の
金
利
は
元
本
1
万
円
に
つ
き

1
日
15
円
の
利
息
で
す
。
 

　
な
お
、日
賦
貸
金
業
に
つ
い
て
は
、法
改

正
に
よ
り
公
布（
平
成
18
年
12
月
20
日
）か

ら
概
ね
3
年
を
目
処
に
廃
止
さ
れ
る
こ
と

に
な
っ
て
い
ま
す
。
 

【知っておきたい知識】 
グレーゾーン金利 
　利息制限法の上限金利（15～20％）を超える金利でありながら、
出資法の上限金利(29.2%)以下の金利部分をグレーゾーン金利
と呼んでいます。グレーゾーンの金利は無効であり、支払う義務は
ありません。（例えば、29.2%の金利で20万円を借りた場合、18
％に相当する金利については支払う義務はありますが、11.2%に
相当する金利については支払う義務はありません。） 
　ただし、現行貸金業規制法では、「債務者が利息制限法上の上限
金利を超える利息を任意で支払い、かつ貸金業者が法令で義務付
けられた書面交付を行っている場合は、その利息の支払いは有効
なものとみなす」旨定められており、利息制限法を超える利息を支
払った場合に、有効となる場合があるので注意が必要です。 

※グレーゾーン金利については、法改正により公布か
ら概ね3年を目処に廃止されることになっています。 
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2
．貸
金
業
の
規
制
が
変
わ
り
ま
す
 

 多
重
債
務
問
題
が
大
き
な
社
会
問
題
と
な

っ
て
い
る
こ
と
を
踏
ま
え
、貸
金
業
規
制
法

が
改
正
さ
れ
ま
し
た（
平
成
18
年
12
月
20

日
公
布
）。
改
正
法
の
施
行
後
は
、以
下
の

よ
う
に
規
制
が
変
わ
り
ま
す
。
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